
「精神保健福祉法改正後の今」 

〜法改正に伴う精神保健福祉士の現状と法の活用を考える～ 

 

 

 

 

日時 平成 26年 9月 7日（日） 

午後 1時 45分から午後 4時 45分まで 

（受付開始 午後 1時 15分から） 

場所 半田市福祉文化会館（雁宿ホール）２階 視聴覚室 

愛知県半田市雁宿町1丁目 22−1 

内容 基調講演「保健・医療・福祉の連携について」 

       講師  金川 洋輔 氏（サポートセンターきぬた） 

プロフィール：精神科クリニックデイケアを経て、地域生活支援センターサポートセンターきぬた

の立ち上げから関わられる。現在、東京都や世田谷区などで地域移行推進員や体制整備コーディネー

ターとしてご活躍中。精神保健福祉士、相談支援専門員。 

シンポジウム「愛知県の現状とこれから」 

コメンテーター： 金川 洋輔 氏 （サポートセンターきぬた） 

コーディネーター： 徳山 勝 氏 （半田市障がい者相談支援センター） 

シンポジスト： 

保健所の立場から         都筑 由起子 氏  （岡崎市保健所）    

医療機関の立場から          田野 慶太 氏 （守山荘病院） 

相談支援事業所の立場から       中川 学 氏 

（蒲郡市障がい者相談支援センター） 

福祉サービス事業所の立場から    中野 直哉 氏 

（（福）半田身体障害者福祉会 きずな） 

     参加費  会員（無料） ・非会員（500円 資料代含む） 

＊午後 5時から親睦会（別途 4,000円）を予定 

主催：愛知県精神保健福祉士協会 

平成２６年４月に精神保健福祉法が改正されました。法改正をチャンスと捉えて保健・医療・福祉

の更なる連携を進め、住み慣れた地域で生活し続けることを支えていきたいと思います。そして、

様々な職場で活躍されている精神保健福祉士からお話をお聞きして、愛知県の現状を共有していき

たいと思います。 

私たち精神保健福祉士が取り組んでいる精神障害者の社会復権に、この改正法をどう活かしていく

のかを考える研修会を企画しましたので是非ご参加ください。 

 

平成26年4月に精神保健福祉法が改正されました。 

法改正をチャンスと捉えて保健・医療・福祉の更なる連携を進め、住み慣れた地域で生活し続け

ることを支えていきたいと思います。そして、様々な職場で活躍されている精神保健福祉士から

お話をお聞きして、愛知県の現状を共有していきたいと思います。 

 私たち精神保健福祉士が取り組んでいる精神障害者の社会復権に、この改正法をどう活かして

いくのかを考える研修会を企画しましたので是非ご参加ください。 



 

参加申込書 

平成 26年度 愛知県精神保健福祉士協会 例会 

申込先 ： 守山荘病院 精神保健福祉課   森・田野 行 

問合せ ： ＴＥＬ （０５２）７９１-２１３３ 

             ＦＡＸ （０５２）７９５-１２５２ 

 

氏名 
 

 

勤務先 

 

所属 
 

住所 

連絡先 電話番号 （     ）     ― 

親睦会 □ 参加           □ 不参加 

※ 締め切り  平成 26年8 月22 日（金） 

【親睦会について】 親睦会参加費：４，０００円 

１７：００頃より同会場で親睦会を行います。「研修内容についてもっと話したい」・「親睦を広めて仲間を作りたい」

など、親睦会に参加して交流してください。 

【中止について】 

  天候等により中止となる場合があります。当日の午前10時に協会ホームページ上でお知らせいたしますので、ご確認

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（送付状不要） 

知多半田駅から徒歩３分。 

駐車場料金がかかりますので、

公共交通機関でのお越しをおす

すめ致します。 

 

※会場へのお問い合わせはご遠

慮ください。 


